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「研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務 

（科学技術イノベーション創出基盤に関する調査分析業務）」における 

民間競争入札実施要項 

 

１．趣旨 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号。以下「法」という。）

に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国

民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明  

かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より

良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。 

前記を踏まえ、文部科学省は、公共サービス改革基本方針（平成26年７月11日閣議決定）別表

において民間競争入札の対象として選定された「研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務

（科学技術イノベーション創出基盤に関する調査分析業務）」（以下「本業務」という。）につい

て、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項（以下「実施要項」という。）を

定めるものとする。なお、本業務の実施に当たっては、その重要性に鑑み、公正かつ適正に実施し

なければならないものとする本業務全般の政策目標に十分配慮するものとする。 

 

 

２．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に

関する事項 

文部科学省が実施する政策のうち、各省連携による社会システムの改革を目指す「社会システム

改革と研究開発の一体的推進」、基礎研究から実用化までを見据えた産学連携の拠点形成等を目指

す「先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム」、科学技術に資する人材育成システム

改革を目指す「科学技術関係人材の養成事業」及び科学技術の共通的な研究開発基盤の充実を目指

す「科学技術共通基盤強化促進事業」の４事業（以下、「事業」という。）については、科学技術基

本計画等に基づき国として責任を持って推進していくことが求められている。 

これらの事業は、文部科学省が公募により採択したプロジェクト（以下、「プロジェクト」とい

う。）に対する補助金等の交付をもって行っており、各事業の目的を達成するに当たっては、プロ

ジェクトを実施する大学等各機関（以下、「プロジェクト実施機関」という。）の取組を効率的、効

果的に遂行させ、産出される成果を最大化させることが重要である。 

そのため、本業務において、各事業に関して一貫したマネジメントが可能な体制の下、各プロジ

ェクトの公募・審査、採択されたプロジェクトの推進・評価等に係る業務を通じて、その構造的な

問題点（以下、「問題点」という。）や運用等で改善できる点（以下、「改善点」という。）を抽出し

分析・考察を行うなどの調査分析業務を実施することで、科学技術イノベーションの更なる推進に

資することを目的とする。 

 

※各事業の内容については、下記ＵＲＬを参照すること。 

  http://www.jst.go.jp/shincho/index.html 
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（１）対象公共サービスの詳細な内容 

 文部科学省では、上記の事業の下に複数のプログラムを設け、プログラム毎に公募を実施して

採択したプロジェクトに対して、補助金及び委託費を交付している。本業務では、各事業におけ

る適切なマネジメントシステムや公正で透明性の高い評価システムを確立するため、各事業の制

度と運用について統括するプログラムディレクター（以下、「ＰＤ」という。）、各事業で実施す

るプロジェクトの公募・審査、採択されたプロジェクトの推進・評価等に係る業務の実務を担う

プログラムオフィサー（以下、「ＰＯ」という。）等を配置するとともに、各事業の公募から評価、

プロジェクトの進行状況の管理も含めた一連の業務を一貫して責任を持って実施する体制や、各

プログラムに対応した様々な専門分野を持つ外部有識者を構成員とした公募採択審査及び評価

に関する組織を整備する。ＰＤ、ＰＯ等が行う各プロジェクトの公募・審査、採択されたプロジ

ェクトの推進・評価等に係る業務を通じて、各事業のマネジメントの在り方、各プログラム間も

しくは各プロジェクト間の効果的な資金配分調整の方法、その問題点及び改善点を抽出し、必要

な分析・考察を加え、当該事業に係る最適な制度の在り方の検討に資する調査分析業務等を実施

する。 

 

① 業務内容 

本業務を実施するにあたって、次に記載する事業の各プロジェクトの公募・審査、採択され

たプロジェクトの審査・評価等に係る業務を実施する。なお、主な業務内容の詳細については、

別紙１－１「平成 27 年度 実施体制及び業務内容」のとおりとし、以下の表に記載している

「別紙１－１の対応箇所」を参考にすること。また、各業務に対し配置するアナリストの分担

や業務日数（人日）は、平成 26 年度の実際の業務体制をもとに記載しているところであり、

民間事業者の創意工夫により公共サービスの質の向上（包括的な質の向上、効率化の向上、経

費の削減等）が図られる場合は、文部科学省と協議し、当該分担等を変更しても差し支えない。

当該業務の実施期間については別紙１－２「年間業務スケジュールイメージ」を参考のこと。 

 

【審査関係業務】 

業務区分 主な業務内容 別紙１－１の対応箇所 

 

 

 

 

審 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

 

 

 

公募 

・文部科学省が行う公募要領、Ｑ＆Ａ等作

成支援 

アナリスト（課題調査・

事業担当）９． 

・公募説明会の開催（企画立案、出席者の

受付、運営（会場設営、資料準備等）） 

・公募に関する問い合わせ対応 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１７． 

・公募情報、Ｑ＆Ａのホームページ掲載、

文部科学省ＨＰへのリンク 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１６． 

応募受付 

・応募書類の受付、応募結果の文部科学省

への報告および提出 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１７． 

・応募書類の照合、内容確認等 
アナリスト（課題調査・

事業担当）９． 

 

審査の実施 

 

・外部審査組織（審査作業部会）の設置、

審査委員案作成・文部科学省への提示、審

査委員の就任依頼、審査委員委嘱手続き 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１０． 
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審 

 

 

 

 

 

査 

 

 

 

 

（続き） 

審査の実施 

・書面審査資料等の作成、審査委員への送

付・事前説明、書面審査結果のとりまとめ 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１１． 

・審査作業部会（書面審査・面接審査）の

開催（審査委員との連絡調整、運営（会場

設営、資料準備等）等） 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１１． 

・面接審査資料等の作成、（応募者に対す

る面接に向けた事前確認事項に係る書類

の作成依頼、収集、整理等） 

アナリスト（課題調査・

事業担当）７． 

・応募者に審査結果（採択・不採択）を通

知 

・審査委員への謝金・旅費の支払 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１１． 

 

 

 

報告等 

・審査結果一覧作成、審査コメントの整理、

審査結果案のとりまとめ、文部科学省へ提

出 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１２． 

・審査結果報告書（審査の経緯、概要、審

査結果及び参考資料等）をまとめ、文部科

学省へ提出 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１３． 

・審査結果のホームページ掲載、文部科学

省ＨＰへのリンク 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１６． 

 

【評価関係業務】 

業務区分 主な業務内容 別紙１－１との対応 

 

 

 

 

 

 

評 

 

 

 

 

 

価 

 

 

 

 

 

 

会議等開催支援 

・文部科学省が実施する評価に係る会議等

の開催支援（資料作成、プロジェクト実施

機関の取組状況等に係る情報提供） 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１４． 

 

 

 

 

 

 

評価の実施 

 

・外部評価組織（評価作業部会）の設置、

評価委員案作成・提示、評価委員の就任依

頼、評価委員委嘱手続き 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１０． 

・書面評価資料等の作成、評価委員への送

付・事前説明、書面評価結果のとりまとめ 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１１． 

・評価作業部会（書面評価・面接評価）の

開催（評価委員との連絡調整、運営（会場

設営、資料準備等）等） 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１１． 

・プロジェクト実施機関に対する、成果報

告書（書面評価資料）に係る書類の作成依

頼、収集、整理等 

アナリスト（課題調査・

事業担当）７． 

・プロジェクト実施機関に対する評価結果

（S,A,B,C評価及びコメント）の送付 

アナリスト（課題調査・

事業担当）８． 

・評価委員への謝金・旅費の支払 
アナリスト（制度調査・

企画担当）１１． 
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評 

 

価 

 

 

 

 

 

評価結果報告等 

・評価結果一覧作成、評価コメントの整理、

評価結果案のとりまとめ、文部科学省へ提

出 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１２． 

・評価結果報告書のとりまとめ、文部科学

省へ提出 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１３． 

・評価結果のホームページ掲載、文部科学

省ＨＰへのリンク 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１６． 

 

【事業推進・管理業務】 

業務区分 主な業務内容 別紙１－１との対応 

 

 

 

 

 

事 

 

業 

 

推 

 

進 

 

・ 

 

管 

 

理 

 

業 

 

務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画作成 

配分経費調整 

交付決定関係 

・プロジェクト実施機関への補助金交付関

係書類、委託契約締結書類の作成依頼、収

集、調整（文部科学省からの修正指示によ

る場合を含む。）、確認、整理 

・補助金交付関係書類、委託契約締結書類

のとりまとめ、文部科学省へ提出 

アナリスト（課題調査・

事業担当）２． 

アナリスト（資金調査・

管理担当）１． 

アナリスト（制度調査・

企画担当）２． 

・補助金について、交付決定通知書をプロ

ジェクト実施機関に送付 

・委託費について、委託契約書に係る電子

媒体を文部科学省から受領、製本した委託

契約書の作成、プロジェクト実施機関に送

付、委託契約書を文部科学省へ提出 

アナリスト（資金調査・

管理担当）２． 

・プロジェクト実施機関の実施内容および

経費等の調整、資料作成依頼 

・プロジェクト実施機関が作成する資料の

収集、調整（文部科学省からの修正指示に

よる場合を含む。）、確認、整理 

・プロジェクト実施機関が作成する書類の

とりまとめ、文部科学省へ提出 

アナリスト（課題調査・

事業担当）１． 

アナリスト（制度調査・

企画担当）３． 

 

 

 

 

支払関係 

・プロジェクト実施機関より概算払協議に

必要な書類の収集、・調整（文部科学省か

らの修正指示による場合を含む。）、確認、

整理、文部科学省へ提出 

アナリスト（資金調査・

管理担当）３． 

・プロジェクト実施機関より支払書類の収

集、調整（文部科学省からの修正指示によ

る場合を含む。）、確認、整理、文部科学省

へ提出 

アナリスト（資金調査・

管理担当）４． 
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事 

 

業 

 

推 

 

進 

 

・ 

 

管 

 

理 

 

業 

 

務 

 

 

特例業務対応等 

・プロジェクト実施機関より繰越に必要な

書類の収集、調整（文部科学省からの修正

指示による場合を含む。）、確認、整理、文

部科学省へ提出 

アナリスト（資金調査・

管理担当）５． 

アナリスト（課題調査・

事業担当）４． 

 

 

 

プロジェクトの 

進捗管理 

・プロジェクト実施機関への書面調査、現

地調査等による進捗状況及び経費の執行

状況等把握、指導・助言 

アナリスト（課題調査・

事業担当）３． 

 

・各事業の制度や経理事務等に関する問い

合わせ対応 

・プロジェクト実施機関が必要に応じて文

部科学省等に提出する各種書類の作成依

頼等 

アナリスト（課題調査・

事業担当）４． 

 

 

その他 

・その他各事業の運用に係る業務（文部科

学省に提出する各種書類の作成依頼、収

集、内容確認等、整理、提出等） 

アナリスト（制度調査・

企画担当）９． 

・プロジェクト実施機関の求めに応じ、

普及啓発セミナー開催等支援 

アナリスト（課題調査・

事業担当）４． 

 

【情報公開、成果等の普及・広報業務】 

業務区分 主な業務内容 別紙１－１との対応 

 

 情 

報 

公 

開 

、 

成 

果 

等 

の 

普 

及 

・ 

広 

報 

業 

務 

 

 

公開データベース 

・各事業等の審査・評価等に係る情報の保

存・管理のためのデータベース構築のため

の情報収集 

・ホームページ掲載のための情報の調整、

加工 

・上記に係るデータベースの構築・運用 

アナリスト（課題調査・

事業担当）５． 

アナリスト（資金調査・

管理担当）１１． 

アナリスト（制度調査・

企画担当）８． 

e-Rad業務 

・e-Radのデータ更新作業（交付決定金額、

委託契約額及び研究者のエフォート等） 

・プロジェクト実施機関からの問い合わせ

対応 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１５ 

シンポジウム開催 

委員会開催支援 

・シンポジウム等の開催案作成、プロジェ

クト実施機関等への周知等 

・シンポジウムの開催準備、運営、参画、

アンケート実施、文部科学省への報告等 

・シンポジウムの取組概要に係る資料作成

依頼等 

・講演者等への謝金・旅費の支払 

アナリスト（制度調査・

企画担当）６． 

アナリスト（課題調査・

事業担当）５． 

・各事業に係る委員会等開催・運営の支援 
アナリスト（課題調査・

事業担当）５． 
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ホームページ 

・事業等の紹介、各プロジェクトの計画、

成果の掲載 

・シンポジウム等のイベント情報の掲載 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１６． 

パンフレット等 ・パンフレット等作成、印刷、製本 

アナリスト（制度調査・

企画担当）７． 

アナリスト（課題調査・

事業担当）５． 

 

【額の確定業務】 

業務区分 主な業務内容 別紙１－１との対応 

額 

 

の 

 

確 

 

定 

 

額の確定調査 

・調査日程作成（文部科学省との調整・行

程検討・手配等含む） 

・実施の１ヶ月前を目途として、プロジェ

クト実施機関への事前連絡等 

 

アナリスト（資金調査・

管理担当）６． 

・プロジェクト実施機関から調査関係資料

の収集、文部科学省へ提出 

アナリスト（資金調査・

管理担当）７． 

・現地調査（原則）、書面調査（文部科学

省が認めた場合）等の実施 

・疑義・問題等があった場合の文部科学省

への報告、プロジェクト実施機関との調整 

・調査関係資料の収集、文部科学省への提

出 

 

アナリスト（資金調査・

管理担当）８． 

アナリスト（課題調査・

事業担当）６． 

・調査結果取りまとめ、必要書類作成、文

部科学省へ提出 

・継続調査が必要な案件について、プロジ

ェクト実施機関からの回答確認、必要に応

じ書類の修正 

 

アナリスト（資金調査・

管理担当）９． 

・プロジェクト実施機関へ額の確定通知書

の送付 

・国庫返納金があるプロジェクト実施機関

へ納入告知書の送付 

・額の確定後に支払を要するプロジェクト

（精算払）の必要書類の収集、確認、整理、

文部科学省への提出 

・取得資産の所有権移転及び貸付に係る書

類の収集、確認、整理、文部科学省への提

出 

 

 

 

 

アナリスト（資金調査・

管理担当）１０． 
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【報告書作成業務】 

業務区分 主な業務内容 別紙１－１との対応 

 

 

報 

告 

書 

作 

成 

業 

務 

課題の整理・ 

分類、分析 

・前述の【審査関係業務】、【評価関係業

務】、【事業推進・管理業務】、【情報公開、

成果等の普及・広報業務】、【額の確定業

務】 

を通じて業務・制度上等の問題点及び改

善点を抽出し、事業毎に整理・分類、分

析等する 

アナリスト（課題調査・

事業担当）１０． 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１８． 

アナリスト（資金調査・

管理担当）１４． 

全体分析・まとめ 

・全体分析を行い、当該事業全体に通ずる

プログラム、プロジェクトの推進・管理の

最適法やこれらに係る制度の運用等に関

し、最適な方法を探り、調査分析報告書と

してまとめ、文部科学省に提出 

アナリスト（資金調査・

管理担当）１５． 

アナリスト（資金調査・

管理担当）１６． 

 

【その他の業務】 

業務区分 主な業務内容 別紙１－１との対応 

 

 

 

そ 

の 

他 

の 

業 

務 

 

 

連絡調整 

・文部科学省に対する報告、連絡、相談及

び調整 

アナリスト（制度調査・

企画担当）１． 

アナリスト（資金調査・

管理担当）１２． 

・プロジェクト実施機関との連絡・調整 

アナリスト（制度調査・

企画担当）４． 

アナリスト（資金調査・

管理担当）１３． 

運営会議 
・PD・PO会議等の会場設営、その他会議

の準備・運営 

アナリスト（制度調査・

企画担当）５． 

サービスの質を 

担保するための 

アンケート調査 

・民間事業者が本業務に関して実施した業

務が適切であったか確認するため、平成

28年１月以降アンケート調査を実施 

アナリスト（資金調査・

管理担当）１７． 

 

《調査分析対象事業》  

調査対象事業は以下のＡ～Ｄのとおりとし、各事業の概要については、別紙２「従来の実施状況

に関する情報の開示に関する情報の開示」の「対象事業の概要」を参考にすること。 

 

Ａ 社会システム改革と研究開発の一体的推進 

科学技術イノベーションを推進するため、地域や利用者ニーズを踏まえた研究開発とその成果

の実利用、普及段階で隘路となる社会システムの転換とを一体的に推進する。 

 

Ｂ 先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム 

イノベーション創出のために特に重要と考えられる先端的な融合領域において、企業とのマッ
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チングにより、新産業創出等の大きな社会的・経済的インパクトのある成果（イノベーション）

を創出する拠点の形成を支援するとともに、産学協働で基礎的段階からの研究開発を行う拠点を

形成し、死の谷を克服する。 

 

Ｃ 科学技術関係人材の養成事業 

未来を創る若手研究者等の支援の強化を図るため、自立的な研究環境の整備、若手研究者等が

能力を発揮できる環境の整備を支援する。 

 

Ｄ 科学技術共通基盤強化促進事業 

科学技術に関する研究開発を効果的、効率的に推進するため、複数の領域に横断的に用いられ

る科学技術の研究開発を推進するとともに、共通的、基盤的な施設・設備の有効利用、活用等を

促進する。 

 

※各事業におけるプログラム件数、プロジェクト件数、プロジェクト毎に行うべき業務の詳細

については、別紙１－３「平成27年度事業等一覧」のとおり。 

 

②実施体制 

    本業務を実施するにあたって、次の体制を整備すること。 

 

（ア）本業務を実施するためＰＤ、パートナー、ＰＯ、領域アドバイザー、ディレクター、

オーディット・プリンシパル、マネージャー、コンサルタント、アナリストを置くこと

とし、文部科学省との密接な連携がとれる体制とし、別紙２「従来の実施状況に関する

情報の開示に関する情報の開示」の「体制のイメージ」を参考にすること。 

   なお、本業務を行うにあたって必要な人員の要件、任務、各事業の業務割合（％）、業

務日数（人日）、業務内容は、別紙１－１「平成27年度実施体制及び業務内容」のとおり。 

 

（イ）プロジェクトの公募採択審査及び評価に関する組織については、文部科学省からの

要請に応じて外部有識者を招へいし審査できる体制を整備すること。 

なお、各プログラムに対応した様々な専門分野を持つ外部有識者を構成員とした公募

択審査及び評価に関する組織は、別紙１－１「平成27年度 実施体制及び業務内容」の

とおり。 

 

③調査分析 

別紙１－１「平成 27 年度実施体制及び業務内容」の欄に記載されている業務等を通じて、

公募に始まり、審査、採択、中間評価、事後評価といった一連のプロセスを経て、事業成果を

その後につなげる仕組みの改善に必要な事項の調査及び分析を行う。調査対象機関は、別紙１

－３「平成 27 年度事業等一覧」のうち「プロジェクト推進 事業実施計画、資金配分計画、

資金交付」及び「額の確定」に○が記載された機関とする。 
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＜調査分析の概要＞ 

  当該事業に係る最適な研究等資金制度の在り方の検討に資するため、各事業ごとに、公募か

ら審査、採択、プロジェクトの実施、中間評価、事後評価といった一連のプロセスから、事業

成果をその後につなげる仕組みに係る問題点及び改善点を抽出し、特に改善・向上を要するも

のについてこれを解決・解消する方法を検討すること。また、解決・解消方法を実行するにあ

たって改善等を要する諸条件についても整理し、分析を行うこと。 

 

 ＜調査項目及び分析項目＞ 

※各事業ＡからＤのうち調査分析の対象となる事業には○を、対象外は欄に斜線を記載。 

 

・民間事業者が実施する業務に係る以下の項目について調査を行う。 

調査項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 分析項目 

プログラム（公募）の目的の理解を

プロジェクト実施機関（以下、「実

施機関」という。）に徹底させるた

めには、どのような方法を取ること

が適当であるかの調査 

○ ○ ○ ○ 

実施機関の行いたいことありきで、

プログラムの目的達成の視点が疎か

になっている場合、どのようにして

改善させることが必要かを整理・分

析の上、まとめる 

政策の見直し等により、配分資金の

増減等があった場合、その影響に伴

う変化をプロジェクトにどのよう

にして反映させることが適切であ

るか、また、当初目標や評価方法の

見直しに際し採った方法が適当で

あるかの調査 

○ ○ ○ ○ 

政策の見直し等で影響を受けた場合

であっても、プログラムとプロジェ

クトの実施内容が連動しているか、

また、実施したプロジェクトの評価

に関し適切な対応ができているかを

整理・分析するとともに、適切な対

応が行われていない場合、どのよう

な改善が必要かを整理・分析の上ま

とめる 

プロジェクト開始年度において、実

施機関がプロジェクト実施体制を

構築するにあたり、どのような助

言・指導及び進捗管理・把握が適切

であるかの調査 

○ ○ ○ ○ 

プロジェクトの進捗管理・把握及び

指導・助言に問題がなかったかも含

め、計画通りに実施体制が構築でき

なかった場合には、その対応につい

てどのような改善が必要かを整理・

分析の上まとめる 

公募採択審査及び評価（以下、「評

価等」という。）に関する事務にお

いて、POやアナリスト等の役割や

機能等が適切であったかの調査 

○ ○ ○ ○ 

評価等を適切に実施するために必要

となるPOやアナリスト等の役割や機

能等について、その範囲はどこまで

が適当であるかを整理・分析の上ま

とめる 

民間事業者 プロジェクトを推進（促進）するための業務 

プロジェクト 

実施機関 
プロジェクトを実施するための業務 

  

  

  

  
・・・ＰＤＣＡサイクル 
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POやアナリストが行う指導・助言

の範囲や権限が適切であるか（範囲

が明確であるか、十分な指導・助言

を行える権限となっているか）の調

査と、POやアナリストに求められ

る資質は指導・助言を行うにあたり

ミスマッチがないかの調査 

○ ○ ○ ○ 

プロジェクトの推進・管理をする際

の基本的手法となる、指導・助言等

について、現行の仕組みが適切なも

のであるかを分析し、必要に応じ改

善案をまとめる 

実施機関における、事業への内部の

協力体制、外部からの協力の獲得事

例、情報公開、成果の普及・広報の

取組に関し、POやアナリストがど

のような指導・助言を行ったかの調

査 

○ ○ ○ ○ 

どのような指導・助言が有効であっ

たかをまとめ、プログラム設計やプ

ロジェクトの実施に貢献する情報と

して整理・分類する 

実施機関における、国の資金配分期

間終了後の事業の継続の仕組みに

関し、POやアナリストがどのよう

な指導・助言を行ったかの調査 

○ ○ ○ ○ 

どのような指導・助言が有効であっ

たかをまとめ、プログラム設計やプ

ロジェクトの実施に貢献する情報と

して整理・分類する 

 

・プロジェクト実施機関に係る以下の項目について調査を行う。 

調査項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 分析項目 

プログラム（公募）の目的が実施機

関にとってわかりにくいとした場

合の理由の調査 

○ ○ ○ ○ 

プログラム（公募）の目的がうまく

伝わっていないとした場合、どのよ

うな改善が必要かを整理・分析の上

まとめる 

政策の見直し等により、それに伴う

配分資金の増減等があった場合、ど

のような影響を受けるかの調査 

○ ○ ○ ○ 

現場で真に必要とされる取組が行わ

れなくなる、実施機関の自主性・自

由な発想が損なわれるようなことが

ないかを確認するとともに、その影

響を最小化させる取組等についてま

とめる 

プロジェクト開始年度に、計画通り

に実施体制が構築できなかった場

合、その理由の調査 

○ ○ ○ ○ 

計画を阻害した要因を整理・分析し、

次年度以降または次のプログラム設

計の際に活きるような改善案をまと

める 

実施機関にとって最も望ましい、評

価等の時期や評価のための資料作

成等についての調査 

○ ○ ○  

実施機関に過度な負担が生じていな

いか、プロジェクトの遂行・継続に

影響を及ぼしていないかをまとめ整

理する 

評価等の結果を実施機関はどのよ

うに活用しているのかを調査 
○ ○ ○  

評価等の結果を通知する際の時期や

その内容について、どういったこと

に留意すれば実施機関において活き

るものとなるのかを整理・分析の上

まとめる 
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PO やアナリストが行う指導・助言

活動に対して、実施機関が期待する

役割等の調査 

○ ○ ○ ○ 

民間事業者と実施機関の認識のギャ

ップやミスマッチを把握し、改善の

方向性についてまとめる 

実施機関における、事業への内部の

協力体制、外部からの協力の獲得事

例、情報公開、成果の普及・広報の

取組に関する調査 

○ ○ ○ ○ 

実施機関の参考となる好事例を分

類・整理し、プロジェクトの実施・

運営に寄与する情報をまとめる 

国の資金配分期間終了後の事業の

継続の仕組みに関する調査 
○ ○ ○ ○ 

国の資金配分期間終了後の事業継続

に必要な要素を整理・分析し、プロ

グラム設計やプロジェクトの実施に

貢献する情報をまとめる 

実施機関にとって参考となるデー

タベース（評価事例、国の資金配分

期間終了後の事業継続の取組事例、

その他好事例等）の在り方に関する

調査 

○ ○ ○ ○ 

国の資金配分期間終了後の事業の自

立・継続の仕組みを確保する方策と

してデータベース化等の取組が有効

かどうかを整理し、まとめる 

補助金の交付申請または委託契約

等その他実施機関にとって負担と

なっている事務またはわかりにく

い手続きとなっている手続き等に

関する調査 

○ ○ ○ ○ 

各事業の研究等資金の使い勝手を向

上させるために必要な要素を整理・

分析し、国の法令・制度との兼ね合

いを整理のうえ、必要に応じ、改善

案をまとめる 

  

④サービスの質を担保するためのアンケート調査 

民間事業者が本業務に関して実施した業務が適切に実施されたか確認するため、平成 28 年１

月以降に、別紙３－１～３―４のアンケート調査をメール又は郵送等で実施すること。アンケー

ト対象者、評価対象は以下のとおりとする。 

なお、実施にあたっては、ＰＤ、ＰＯ、パートナー、外部審査委員及び外部評価委員について

は業務従事者個人、プロジェクト実施機関においては実施プロジェクト単位で実施するものとし、

いずれのアンケートにおいても回収率は100％とする。 

 

様式 アンケート対象者 評価対象 

別紙３－１ プログラムディレクター（ＰＤ） 
プログラムオフィサー（ＰＯ） 

領域アドバイザー 

別紙３－２ 

プログラムディレクター（ＰＤ） 

プログラムオフィサー（ＰＯ） 

パートナー 

 

業務組織 

 

別紙３－３ プロジェクト実施機関 民間事業者 

別紙３－４ 外部審査委員、外部評価委員 民間事業者 
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⑤報告書の作成 

（ア）調査報告書 

上記（１）③調査分析の結果、得られた内容・成果を集約・整理し、必要な考察を加えた

上で調査報告書を作成するとともに、冊子として製本し、提出すること。 

 

（イ）成果報告書 

成果報告書は、上記（１）④サービスの質を担保するためのアンケート調査及び開催した

会議概要、採択課題一覧、継続課題一覧、額の確定調査結果一覧、審査結果一覧、研究評

価結果一覧、審査・評価組織一覧、年度中に報告した報告書、ＰＤ・ＰＯ名簿等とするこ

と。なお、審査・評価にかかる会議概要、審査・研究評価結果については、非公開扱いと

し、右上上部に「非公開」と明記すること。成果報告書については調査報告書とは別冊と

し、ドッジファイルにファイリングし、提出すること。 

 

（ウ）報告書作成に係る留意点 

上記（ア）及び（イ）の報告書の作成にあたっては、以下の点に留意すること。 

a.調査報告書及び成果報告書は、日本語による表記とすること。 

b.調査報告書及び成果報告書には、理解しやすい図表等を入れること。 

 

⑥納品物 

（ア）調査報告書 ３０部 

  （イ）成果報告書 １０部 

  （ウ）CD-R等電子記憶媒体 ４枚（（ア）及び（イ）に関する関連データ一式） 

   （エ）回収したアンケート（別紙３―１～３－４） 一式 

（オ）納入期限 委託契約書記載の納入期限  

 

⑦守秘義務 

受注者は、本委託業務の実施で知り得た非公開の情報を如何なる者にも漏洩してはならない。

受注者は、本委託業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して、善良な管理者の注意をもって

管理し、本委託業務以外に使用してはならない。 

 

⑧引継ぎ 

  （ア）現行事業者からの引継ぎ 

    本業務を新たに実施することとなった民間事業者は、本業務の開始日までに、業務内容を

明らかにした書類等により、現行の事業者から業務の引継ぎを受けるものとする。文部科学

省は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行の事業者及び民間事業者に対して必要案措

置を講じるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。なお、その際の事務引継ぎに必要

となる経費は、現行の事業者の負担とする。 

（イ）業務実施期間満了の際に民間事業者の変更が生じた場合の引継ぎ 

   本業務の終了に伴い民間事業者が変更となる場合には、民間事業者は、当該業務の開始日

までに、業務内容を明らかにした書類等により、次回の事業者に対し、引継を行うものとす

る。文部科学省は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者及び次回の事業者に対

して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。なお、その際の事務
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引継ぎに必要となる経費は、民間事業者の負担とする。 

 

⑨その他 

民間事業者は、本業務を行うにあたっては、会計に関する法令に定めるほか、科学技術・学術

政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領により、適切に実施しなければならな

い。また、必要に応じ、文部科学省科学技術・学術政策局各事業担当課と相談・協議を行いなが

ら進めるものとする。なお、文部科学省各事業担当課は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 
文部科学省 

科学技術・学術政策局事業担当課 

Ａ 社会システム改革と研究開発の一体的推進 
科学技術・学術戦略官付 

（制度改革・調査担当） 

Ｂ 先端融合領域イノベーション創出拠点形成プ

ログラム 
産業連携・地域支援課 

Ｃ 科学技術関係人材の養成事業 人材政策課人材政策推進室 

Ｄ 科学技術共通基盤強化促進事業 研究開発基盤課 
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（２）対象公共サービスの実施に当たり確保されるべきサービスの質 

 本業務の実施に当たり、サービスの質を確保すべき事項及び目標とすべき水準は以下のとおりと 

する。 

事項 測定方法 水準 

調査分析を行うにあた

り必要な業務 

・業務計画書に沿って業務が実施され

たかについて以下のアンケート結果

も含め、文部科学省が内容を確認。 

（※いずれのアンケートにおいても、

アンケート回収率は100％とする。） 

業務計画に沿って着実に業

務が実施されること。 

・ＰＯ制度の現況に関する調査アンケ

ート（別紙３－１） 

 

・業務組織に対する満足度調査アンケ

ート（別紙３－２） 

 

・（民間事業者名）○○○に対する満

足度調査アンケート（別紙３－３） 

 

・会議運営に関する満足度調査アンケ

ート（別紙３－４） 

 

 

 

 

いずれのアンケートにおい

ても、満足又は概ね満足の回

答が６０％以上であること。 

 

 

 

調査分析を行うために

必要な実施体制 

事業終了後、別紙７－１「業務体制図」

及び別紙７－２「業務従事者報告書」

の提出後、文部科学省が内容を確認。 

業務を実施するにあたり、実

施要項及び別紙１－１「平成

27 年度実施体制及び業務内

容」に記載された体制が整備

されていること。 

調査分析 
調査報告書の提出後、文部科学省が内

容を確認。 

大幅な修正指示（誤字・脱字

などの軽微な修正を除く）、

再提出指示等の必要がない

ものが提出されること。 

 

（３）創意工夫の可能性   

本業務を実施するに当たっては、民間事業者の創意工夫を反映し、公共サービスの質の向上（包

括的な質の向上、効率化の向上、経費の削減等）に努めるものとする。 

 

（４）契約の形態及び支払 

①契約の形態は、精算条項を付した委託契約とする。 

②民間事業者は、業務が完了したときは委託業務完了届を文部科学省に提出し、業務完了の日か

ら30日を経過した日又は翌会計年度の４月10日のいずれか早い日までに委託業務実績報告書を

文部科学省に提出する。 

③文部科学省は委託業務実績報告書の提出を受けたとき、本業務が契約の内容及びこれに付した
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条件に適合するものであるかを調査する。調査の結果、その内容が適正であると認められるとき

は、当該業務に要した実支出額と契約金額を比較し、いずれか低い金額により委託費の額を確定

し、民間事業者に通知する。 

④民間事業者は、確定した委託費の額を請求額とする精算払請求書を文部科学省が指定する日ま

でに提出する。 

⑤民間事業者は、文部科学省が必要と認めるときは、概算払請求書を文部科学省に提出し、業務

を完了する前において委託費の全部又は一部を概算で請求することができる。この場合において、

既に支払を受けた委託費が③の委託費の確定額を超過する場合、その超過額を文部科学省の指示

する期限までに国庫に返納しなければならない。 

⑥文部科学省は、適法な請求書を受理してから30日以内に委託費を支払う。 

⑦委託費は、業務の開始以降のサービスの提供に対して支払われるものであり、民間事業者が行

う引継ぎや準備行為等に対して民間事業者に発生した費用は、民間事業者の負担とする。 

 

（５）法令変更による増加費用及び損害の負担 

  法令の変更により民間事業者に生じた不合理な増加費用及び損害は、原則として①から③に該

当し、財源措置がされた場合においては、文部科学省が負担し、それ以外の法令変更については

民間事業者が負担する。 

 ①本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設 

 ②消費税その他類似の税制度の新設・変更（税率の変更含む） 

 ③上記①及び②のほか、法人税及びその他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新設・変

更（税率の変更含む） 

 

３．実施期間に関する事項 

 当該業務の実施期間は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までとする。 

 

４．入札参加資格に関する事項 

（１）法第15条において準用する法第10条各号（第11号を除く。）に該当する者でないこと。 

（２）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第70条及び第71条に規定される次の事

項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 

①未成年者（婚姻若しくは営業許可を受けている者を除く。）、成年被後見人、被保佐人又は被

補助人並びに破産者で復権を得ない者 

   なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている

場合は、これにあたらない。 

② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、契約担当官が３年以内の期間を定めて一般

競争入札に参加させないこととした者（これを代理人、支配人その他の使用人として使用す

る者についてもまた同じ。） 

（ア）契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量

に関して不正の行為をしたとき 

（イ）公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために

連合したとき 

（ウ）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき 

（エ）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき 
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（オ）正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき 

（カ）この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている者を

契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき 

（３）平成 25・26・27 年度における「役務の提供等」の競争契約の参加資格（全省庁統一資格）

において、開札時までに関東・甲信越の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」等級に格付けされている者で

あること。 

（４）公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件業務の仕様の策定に直接関与してい

ない者であること。 

（５）本件業務のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと。（当該者が当該関与に

よって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。） 

（６）本件入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和 22 年法律第

54号。以下「独占禁止法」という。）に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不

法に阻害するために入札を行った者でないこと。 

（７）文部科学省から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）入札説明書の交付を受けた者であること。 

（９）文部科学省が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出した者であること。 

（１０）単独で本業務が担えない場合は、適正に業務を遂行できる共同事業体（当該業務を共同し

て行うことを目的として複数の民間事業者により構成された組織をいう。以下同じ。）として

参加することができる。その場合、入札書類提出時までに共同事業体を結成し、代表者を定め、

他の者は構成員として参加するものとする。また、共同事業体の構成員は、上記（１）から（９）

までの全ての資格を満たす必要があり、他の共同事業体の構成員となること、又は、単独で入

札に参加することはできない。なお、共同事業体で入札に参加する場合は、共同事業体結成に

関する協定書又はこれに類する書類を作成すること。 

 

５．入札に参加する者の募集に関する事項 

（１）入札に係るスケジュール（予定） 

  入札公告：        平成 26年 12月下旬頃 

  入札説明会：       平成 27年１月上旬頃 

  質問期限：        平成 27年１月下旬頃 

  提案書・入札書類提出期限：平成27年１月下旬頃 

  技術審査会：       平成 27年２月上旬頃 

  開札及び落札予定者の決定：平成27年２月中旬頃 

  落札者の決定：      平成27年３月上旬頃 

  契約締結：        平成 27年４月 

 

（２）入札の実施手続 

 ①入札説明会後の質問受付 

入札公告以降、文部科学省において入札説明書の交付を受けた者は、本実施要項の内容や入

札に係る事項について、入札説明会後に、文部科学省に対して質問を行うことができる。質問

内容及び文部科学省からの回答は原則として入札説明書の交付を受けた全ての者に公開する

こととする。 

ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害する恐れがあると判断される場合には、質
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問者の意向を聴取した上で公開しないよう配慮する。 

②提出書類 

民間競争入札に参加する者は、次に掲げる書類を別に定める入札公告及び入札説明書に記載

された期日と方法により、文部科学省まで提出すること。 

（ア）入札書 

入札金額（入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、契約期間内全ての本業務に対する経費総額の 108 分の 100 に相当する金

額）を記した書類 

（イ）委任状（代理による入札の場合） 

（ウ）提案書類（別紙５） 

総合評価のための業務運営の具体的な方法及びその質の確保の方法等に関する書類 

（エ）資格審査決定通知書 

平成 25・26・27年度における「役務の提供等」の競争契約の参加資格（全省庁統一資格）

において、関東・甲信越の「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であることを証

明する審査結果通知書の写し。 

（オ）参考見積書 

当該業務を実施する上で標準的に要する経費の見積書及び見積内訳書 

（カ）暴力団排除に関する書類 

法第 15 条において準用する法第 10 条に規定する欠格事由のうち、暴力団排除に関する

規定について評価するために必要な書類及び誓約書 

 

６．落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項 

 対象公共サービスを実施する者（以下「落札者」という。）の決定は、総合評価落札方式による

ものとする。なお、評価は文部科学省内に設置する技術審査会において行う。 

 

（１）落札者を決定するための評価の基準 

①技術点（得点配分100点） 

  技術評価は、提出された提案書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿った実行可能なものであ

るか（必須項目審査）、また、効果的なものであるか（加点項目審査）について行い、必須項

目審査の得点（以下「基礎点」という。）と加点項目審査の得点（以下「加点」という。）の合

計点を技術点とする。各入札者の得点は、全ての評価者の得点の平均点（小数点第３位以下切

捨て）とする。 

  （ア）基礎点（50点） 

「表１ 評価基準」の必須項目について審査を行い、その全てを満たしている提案には基礎

点50点を与え、その一つでも満たしていない場合は不合格とする。 

（イ）加点（50点） 

必須項目の審査で合格になった入札者に対して、「表１ 評価基準」上の「加点」の項目

について審査を行う。審査の結果、特に効果的な実施が期待される提案について、同表の

基準により加点する。具体的には、評価者は、加点項目ごとに入札参加者の提案書の内容

を「表１ 審査基準」により評価し、各入札参加者に対して「表２ 加点付与基準」に応

じた得点０点から10点までを付与する。 
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表１ 評価基準 

基礎点 加 点

１．調査業務の実施方針 25 25

1-1．調査内容の妥当性、独創性 10 10

＊ 1-1-1. 5

・ 1-1-2. 10

＊ 1-1-3. 偏った調査内容となっていないか。 5

1-2．調査方法の妥当性、独創性 10 10

＊ 1-2-1. 5

・ 1-2-2. 10

＊ 1-1-3. 調査項目・調査手法が具体的かつ明確であるか。 5

1-3.作業計画の妥当性、効率性 5 5

＊ 1-3-1. 5

・ 1-3-2. 5

２．組織の経験・能力 15 15

2-1．組織の類似調査業務の経験 5

・ 2-1-1. 5

2-2．組織の調査実施能力 15 5

＊ 2-2-1. 業務計画通り、事業が遂行可能となる人員が確保されているか。 10

・ 2-2-2. 幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有しているか。 5

＊ 2-2-3. 業務を実施する上で適切な財政基盤、経理能力を有しているか。 5

2-3.調査業務に当たってのバックアップ体制 5

・ 2-3-1. 5

３．業務従事予定者の経験・能力 10 10

3-1．業務従事予定者の類似調査業務の経験 5

・ 3-1-1. 5

3-2．業務従事予定者の調査内容に関する専門知識・適格性 10 5

＊ 3-2-1. 調査内容に関する知識・知見を有しているか。 10

・ 3-2-2. 調査内容に関する有益な人的ネットワークを有しているか。 5

50 50

注　価格点：技術点 ＝ 50点：100点（１：２）

作業の日程・手順等が効率的なものとなっているか。

過去に類似の調査（研究課題の選定や進捗管理、経費の執行監理及び調査分析に関する
業務を本業務と類似した業務内容により実施するものの請負又は受託）を実施した実績
があるか。

円滑な業務実施のための人員補助体制が組まれているか。（緊急時の対応含む。）

過去に類似の調査（研究課題の選定や進捗管理、経費の執行監理及び調査分析に関する
業務を本業務と類似した業務内容により実施するもの）を実施した実績があるか。

合 計

評　　価　　項　　目　　（要　　求　　要　　件）（＊：必須の事項　・：加点項目）

実施要項記載の事業内容について全て提案されているか。

実施要項等に示した内容以外の独自の提案があり、その提案内容は優れているものか。

事業趣旨・目的・内容を正しく理解しており、調査の抽出・分析方法が妥当なものと
なっているか。

分析手法に事業成果を高めるための工夫があるか。

作業計画の日程・手順等に無理が無く、事業趣旨・目的・内容に沿った実現性がある
か。
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表２ 加点付与基準 

評価内容 得点 

大変優れている（期待される要求以上である） 5 

優れている 3 

やや優れている 1 

記載なし、又は期待できない 0 

※加点が10点の項目については、2倍した数値を得点とする。 

 

（ウ）入札価格点（得点配分50点） 

    入札価格に対する評価点については以下の計算方法により、入札参加者が提示した入札価

格に応じて得点が計算される。なお、入札価格に係る得点配分は 50 点とする。入札価格点

については、小数点第３位以下を切捨てるものとする。 

入札価格点＝価格点の配分×（１－入札価格÷予定価格） 

 

（２）落札者の決定 

①上記４．の入札参加資格及び上記（１）①（ア）の必須項目を全て満たし、入札価格が予定

価格の制限の範囲内であり、かつ、技術点及び入札価格点の合計（総合評価点）が最も高い者

を落札予定者とする。 

②必須項目を全て満たしている者のうち、予定価格の制限に達した入札金額の入札が無い場合

は、直ちに再度の入札を行う。 

③落札予定者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履

行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取

引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格

の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち総合評価点の最も高い者を落札者とす

ることがある。 

④落札予定者となるべき者が２者以上あるときには、くじによって落札予定者を決定する。ま

た、当該入札者のうち開札当日に出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代

わって入札執行事務に関係のない文部科学省の職員がくじを引き落札者を決定するものとす

る。 

⑤落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すも

のとする。  

⑥契約の締結は、本業務に係る予算が成立することを前提条件とする。 

⑦文部科学省は、落札者が決定したときは、遅滞なく、落札者の氏名又は名称、落札金額、落 

札者の総合評価点等について公表するものとする。 

 

（３）落札者が決定しなかった場合の措置 

 文部科学省は、初回の入札において入札参加者が無かった場合、必須項目を全て満たす入札参加

者が無かった場合又は再度の入札を行ってもなお落札者が決定しなかった場合は、原則として、入

札条件を見直し、再度入札公告に付することとする。 

 再度の入札公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は再度の入札公告によると

本業務の実施の準備に必要な期間を確保することができない等のやむを得ない事情がある場合に
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は、入札対象事業を自ら実施すること等ができる。この場合において、文部科学省はその理由を公

表するとともに、官民競争入札等監理委員会（以下「監理委員会」という。）に報告する。 

 

７．入札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 

「研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務（科学技術イノベーション創出基盤に関する課

題の調査分析業務）」における従来の実施状況に関する情報の開示については、「従来の実施状況に

関する情報の開示」（別紙２）のとおりとする。 

（１）従来の実施に要した経費 

（２）従来の実施に要した人員 

（参考１）平成26年度 ＰＤ・ＰＯ、領域アドバイザー名簿 

（参考２）公募説明会の出席者数等 

（３）従来の実施に要した施設及び設備 

（４）従来の実施における目的の達成の程度 

（５）従来の実施方法等 

 

８．民間事業者が文部科学省に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他本

業務の適性かつ確実な実施の確保のために民間事業者が講ずべき事項 

（１）民間事業者が報告すべき事項 

①報告等 

  （ア）実施状況の報告 

民間事業者は、契約締結の日から起算して10日以内に本業務の実施に係る年間業務計画

を作成し、文部科学省に提出した上で、実施体制及び業務内容との整合性などの進捗状況

等を毎月１回、翌月中に工程管理表 （進捗状況報告書）（別紙６）により文部科学省へ報

告する。報告日については翌月冒頭に文科省と調整して決定する。 

（イ）各種書類の提出 

民間事業者は、契約書、委託要領の規定に従い必要書類を文部科学省に提出すること。 

②調査 

   文部科学省は、本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、

法第26 条第１項に基づき、民間事業者に対して、必要な報告を求め、又は事務所等に立ち入

り、本業務の実施の状況若しくはその帳票、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質

問することができる。 

立入検査をする文部科学省の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第26 条第１項に

基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携行し、関

係者に提示するものとする。 

③指示 

文部科学省は、本業務を適正かつ的確に実施させるために必要があると認めるときは、受託

者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。なお、上記によらず、業務の

質の低下につながる問題点を確認した場合は、指示を行うことができるものとする。 

（２）秘密を適正に取り扱うために必要な措置 

民間事業者は、本業務に関して文部科学省が開示した情報等（公知の事実等を除く。）及び業務

遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏えいしてはならないものとし、そのための必要な措

置を講ずること。民間事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその職員、
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その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用し

てはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第 54 条により罰則の適用

がある。 

（３）契約に基づき民間事業者が講ずべき措置 

①業務の開始及び中止又は廃止 

民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなけれ

ばならない。また、やむを得ない事由により、本業務を中止又は廃止しようとするときは、あ

らかじめ、文部科学省の承認を受けなければならない。 

②公正な取扱い 

民間事業者は、本業務の実施に当たって、プロジェクト実施機関を具体的な理由なく区別し

てはならない。 

③金品等の接受の禁止 

 民間事業者は、本業務において金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。 

④宣伝行為の禁止 

（ア）本業務の宣伝 

 民間事業者及び本業務に従事する者は、文部科学省や「研究開発推進事業等の実施に係る調 

査分析業務（科学技術イノベーション創出基盤に関する調査分析業務）」の名称やその一部を

用い、本業務以外の自ら行う業務の宣伝に利用すること（一般的な会社案内資料において列挙

される事業内容や受注業務の１つとして事実のみ簡潔に記載する場合等を除く。）及び当該自

らが行う業務が「研究開発推進事業等の実施に係る調査分析業務（科学技術イノベーション創

出基盤に関する調査分析業務）」の業務の一部であるかのように誤認させるおそれのある行為

をしてはならない。 

  （イ）自らが行う事業の宣伝 

   民間事業者は、本業務を実施するにあたって、自らが行う事業の宣伝を行ってはならない。 

⑤法令の遵守 

民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならな 

い。 

⑥安全衛生 

 民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を 

定め、関係法令に従って行わなければならない。 

⑦権利義務の帰属 

 （ア）印刷物の制作上で発生した著作権及び電子データ等の所有権は文部科学省に帰属する。 

（イ）民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、文部科学 

省の承認を受けなければならない。 

⑧契約によらない自らの事業の禁止 

 民間事業者は、本業務を実施するに当たり、文部科学省の許可を得ることなく自ら行う事業

又は文部科学省以外の者との契約（文部科学省との契約に基づく事業を除く。）に基づき実施

する事業を行ってはならない。 

⑨再委託の取扱い 

（ア）民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。 

（イ）民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、原則

として、あらかじめ提案書において、再委託に関する事項（再委託先の住所・名称・再委託
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先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力

並びに報告徴収その他業務の方法）について記載しなければならない。 

（ウ）民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に

関する事項を明らかにした上で文部科学省の承認を受けなければならない。 

（エ）上記（イ）及び（ウ）により、民間事業者が再委託先に業務を実施させる場合は、すべ

て民間事業者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責めに帰すべき事由につい

ては、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、民間事業者が責任を負うものとする。

また、再委託先については、民間事業者と同等の義務を負わせるものとする。 

⑩談合等の不正行為に係る違約金等 

（ア）民間事業者は、本業務に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の 10 パー

セントに相当する額を違約金として文部科学省が指定する期日までに支払わなければなら

ない。 

a.民間事業者が独占禁止法第３条又は同法第19条の規定に違反し、又は民間事業者が構

成員である事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取

引委員会が民間事業者又は民間事業者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条

第１項に規定する排除措置命令又は同法第50条第１項に規定する納付命令を行い、当該

命令又は同法第 66 条第４項の審決が確定したとき。ただし、民間事業者が同法第 19 条

の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第２条第９項の規定に基づく不公正

な取引方法（昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号）第６項に規定する不当廉売の場合

など文部科学省に金銭的損害が生じない行為として、民間事業者がこれを証明し、その

証明を文部科学省が認めたときは、この限りでない。 

b.公正取引委員会が、民間事業者に対して独占禁止法第７条の２第 18 項又は同法第 21

項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

c.民間事業者（民間事業者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が刑法（明

治 40 年法律第 45 号）第 96 条の３又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは独占禁止法第

95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

⑪債権債務の譲渡の禁止 

民間事業者は、本業務の実施により生じる債権及び債務の全部又は一部を第三者に譲渡して

はならない。ただし、これにより難い場合は、事前に文部科学省と協議のうえ、指示に従わな

ければならない。 

⑫帳簿の記載等 

民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、本業務を終了し、

又は廃止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

⑬秘密の保持 

民間事業者は、本業務の実施により知り得た事項の機密を保持しなければならない。ただし、

文部科学省に書面による承諾を得た場合、若しくは当該機密が次の各号のいずれかに該当する

場合はこの限りではない。 

（ア）知り得た際、既に公知となっている事項 

（イ）知り得た後、民間事業者の責に帰すべき事由によらず刊行物その他により公知とな

った事項 

（ウ）知り得た時点で、既に民間事業者が自ら所有していたことを書面で証明できる事項 

⑭個人情報の取扱い 
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（ア）民間事業者は、文部科学省から預託を受けた個人情報について、善良な管理者の注

意をもって取扱う義務を負わなければならない。 

（イ）民間事業者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に文部科学省

の承認を受けた場合は、この限りではない。 

a.文部科学省から預託を受けた個人情報を第三者（再委託する場合における再委託

先を含む。）に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。 

b.文部科学省から預託を受けた個人情報を本業務の目的の範囲を超えて使用、複製、

又は改変すること。 

（ウ）民間事業者は、文部科学省から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（エ）文部科学省は、必要があると認めるときは、職員又は文部科学省の指定する者に民

間事業者の事務所及びその他の業務実施場所等において、文部科学省が預託した個人情

報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、民間事業者に対して必要な指

示をすることができる。 

（オ）民間事業者は、文部科学省から預託を受けた個人情報を本業務の完了後、廃止又は

解除をした後に速やかに文部科学省に返還しなければならない。ただし、文部科学省が

別に指示したときは、その指示によるものとする。 

（カ）民間事業者は、文部科学省から預託を受けた個人情報について漏洩、滅失、毀損、

その他違反等が発生したときは、文部科学省に速やかに報告し、その指示に従わなけれ

ばならない。 

（キ）上記（ア）及び（イ）の規定については、本業務の完了、廃止又は解除をした後で

あっても効力を有するものとする。 

⑮属性要件に基づく契約解除 

 文部科学省は、民間事業者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要

せず、本契約を解除することができる。 

（ア）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（イ）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（ウ）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（エ）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき 

（オ）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

⑯行為要件に基づく契約解除 

文部科学省は、民間事業者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした

場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（ア）暴力的な要求行為 
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（イ）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（ウ）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（エ）偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為 

（オ）その他前各号に準ずる行為 

⑰下請負契約等に関する契約解除 

（ア）民間事業者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直

ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるように

しなければならない。 

（イ）文部科学省は、民間事業者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約

し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定

に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除さ

せるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 

⑱契約解除時の取扱い 

（ア）文部科学省は、上記⑮から⑰の規定により本契約を解除した場合は、これにより民

間事業者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

（イ）民間事業者は、文部科学省が上記⑮から⑰の規定により本契約を解除した場合にお

いては、契約金額の10分の１に相当する額を違約金として文部科学省が指定する期間内

に支払わなければならない。 

（ウ）前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、文部科学省は、当

該契約保証金をもって違約金に充当することができる。 

（エ）民間事業者は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、文部科学省に損

害を与えた場合は、文部科学省に対し、一切の損害を賠償するものとする。この損害に

は、文部科学省が民間事業者に対し履行を求める一切の費用、国民等から不服申立て等

が提起された場合において文部科学省が不服申立て等を防御するために要した一切の費

用並びにこれらのために要する訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。なお、

文部科学省から民間事業者に損害賠償を請求する場合において、原因を同じくする支払

済みの違約金がある場合には、当該違約金は原因を同じくする損害賠償について、支払

済額とみなす。 

（オ）文部科学省は民間事業者が上記（イ）及び（エ）の規程による金額を国の指定する

期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの

日数に応じて、年 100 分の５の割合で計算した金額を延滞金として納付させることがで

きる。 

（カ）上記⑮～⑰に該当し、契約を解除した場合には、民間事業者は、文部科学省との協

議に基づき、本事業の処理が完了するまでの間、責任をもって当該処理を行わなければ

ならない。 

（キ）民間事業者は、本委託業務の実施で知り得た非公開の情報を如何なる者にも漏洩し

てはならない。民間事業者は、本委託業務に係わる情報を他の情報と明確に区別して、

善良な管理者の注意をもって管理し、本委託業務以外に使用してはならない。 

⑲契約内容の変更 

文部科学省及び民間事業者は、本業務を改善するため、又は経済情勢の変動、天災地変の発

生、関係法令の制定若しくは改廃、その他契約の締結の際、予測できなかった著しい変更が生

じたことにより本業務の実施が不適当と認められる場合は、協議の上、法第 21 条の手続を経
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て契約の内容を変更することができるものとする。 

⑳契約の解釈 

 本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と文部科学省が協議す 

 るものとする。 

 

９．本事業を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合における損害賠償に関して民間事業者が

負うべき責任 

本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の本業務に従事する者が、故意又は 

過失により、第三者に損害を加えた場合における、当該損害に対する賠償等については、次に定 

めるところによるものとする。 

（１）文部科学省が国家賠償法（昭和 22 年法律第 125 号）第１条第１項等に基づき当該第三者に

対する賠償を行ったときは、文部科学省は民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額

（当該損害の発生について文部科学省の責めに帰すべき理由が存する場合は、文部科学省が自ら

賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）について求償することができる。 

（２）民間事業者が民法（明治29年法律第89号）第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を

行った場合であって、当該損害の発生について文部科学省の責めに帰すべき理由が存するときは、

民間事業者は文部科学省に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ず

べき金額を超える部分について求償することができる。 

 

10．対象公共サービスの評価に関する事項 

（１）実施状況に関する調査の時期 

文部科学省は内閣総理大臣が行う評価の時期（平成28年６月を予定）を踏まえ、本業務の 

実施状況については、平成28年３月31日時点における状況を調査するものとする。 

（２）調査の実施方法 

文部科学省は、従来の実績及び事業実施時点における達成目標値と民間事業者の実績を比較す 

ることができるように本業務の実施状況等の調査を行うものとする。 

（３）調査項目 

  上記２．（２）対象公共サービスの実施に当たり確保されるべきサービスの質に記載されてい 

 る事項ごとの水準の達成状況について、業務計画書、アンケート結果（別紙３－１～３－４）、 

業務体制図（別紙７－１）、業務従事者報告書（別紙７－２）、調査報告書、実施経費の状況及

び評価について、調査を行うものとする。 

（４）意見聴取等 

文部科学省は、本業務の実施状況の調査を行うに当たり、民間事業者から直接意見の聴取や実

施状況に関する資料の提供等を求めることができるものとし、民間事業者はその求めに協力しな

ければならない。 

（５）実施状況等の提出 

文部科学省は、本業務の実施状況等について、（１）の評価を行うために平成28年５月を目途

に内閣総理大臣及び監理委員会へ提出するものとする。なお、文部科学省は、本業務の実施状況

等を提出するにあたり、外部有識者の意見を聴くものとする。 
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11．その他本業務の実施に際し必要な事項 

（１）対象公共サービスの実施状況等の監理委員会への報告 

文部科学省は、法第26条及び第27条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、

その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。 

（２）文部科学省の監督体制 

本業務に係る監督は、支出負担行為担当官が自ら又は補助者を命じて、立会い、指示その他の

適切な方法において行うものとする。 

（３）主な民間事業者の責務等 

①法第 25条第 2項の規定により、本業務に従事する者は、刑法（明治 40年法律第45号）そ

の他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。 

②法第 54 条の規定により、本業務の実施に関し知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、

１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。 

③法第 55 条の規定により、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者、あるいは

指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処される。 

④法第 56 条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業

者が、その法人又は人の業務に関し、法第 55 条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対して同条の刑が科される。 

⑤会計検査について民間事業者は、会計検査院法（昭和 22 年法律第 73 条）第 23 条第１項

第７ 号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25 条

及び第 26 条により、同院の実地の検査を受け、又は同院から直接又は文部科学省に通じて、

資料又は報告等の提出を求められ、若しくは質問を受ける場合がある。 


